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(57)【要約】
　この発明は、透過画像再生手段によって、駆動された
照明素子からの光を可視領域に偏向する、指向性制御照
明装置に関する。可視領域は、追跡装置及び画像制御を
介して、ディスプレイの前の他の位置へ、異なる観測者
の眼球によって追跡される。画像再生手段の１つの画素
の、偏向手段の偏向素子（電子架橋結合セル）への強い
相互関係を避けるために、指向性制御照明装置は、光軸
上の連続式に配置された画像再生手段の前の２次元照明
手段、画像再生装置のための均一な光を提供する照明手
段、及び追跡装置及び画像制御によって離散的にグルー
プ内にアドレス可能な電子架橋結合セルの配置を有する
少なくとも一つのフィールドを含む偏向手段から成る。
そして、指向性制御照明装置は、順次同期してそろえら
れた光線集中のために、現在の変調された立体画像に関
係した眼球位置で交互に変調された光線集中とともに、
制御可能なプリズム機能を実現する。さらに、指向性制
御装置は、観測者の目と画像再生手段との距離の機能と
して可視領域を調節するための制御可能なレンズ機能を
実現する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動立体視ディスプレイのための指向性照明装置であって、照明装置は面発光照明手段
及び画像化手段を有し、追跡・画像制御装置によって制御され、画像表示手段に対する眼
球位置が様々な位置をとることのできる少なくとも一人の観測者に対して、変調された光
線束を代わる代わる、瞳の大きさと類似する範囲の可視領域状で結像させ、前記画像表示
手段は、画素構造を有し、前記光線束を立体画像のシーケンスで変調し、
　光軸において、前記画像表示手段（６）の手前に配置された偏向手段は、
－　１つのサイズが前記画素より大きい、少なくとも１つの液滴駆動セルのアレイから成
り、
－　前記追跡・画像制御装置（１０）によって、少なくともグループ単位で、個別にアド
レス可能であって、前記偏向手段の光屈折挙動は制御可能であり、
－　光線束が現在の変調された立体画像に対応する眼球位置（ＡＰ１、ＡＰ２、ＡＰ３）
に方向づけられるように、光線束の出力方向を順次、交互に変調された光線束と同時に調
整するために制御可能なプリズム機能を少なくとも実現し、前記画像表示手段（６）と前
記観測者の眼球との距離に応じて、可視領域を調整するために、追加の制御可能なレンズ
機能を実現する、
　ことを特徴とする自動立体視ディスプレイのための指向性照明装置。
【請求項２】
　偏向素子（３）は、積み重ねられた液滴駆動セルを含むことを特徴とする、請求項１に
記載の指向性照明装置。
【請求項３】
　第１の次元（Ｘ）で制御されるプリズム角のみを実現する液滴駆動セル上に、第２の次
元（Ｙ）での制御を実現するために、同一タイプの第２の液滴駆動セルが直角を成して常
に配置されることを特徴とする、請求項２に記載の指向性照明装置。
【請求項４】
　前記積層された液滴駆動セルは、色収差補正レンズと同様の色表現のための色補正を実
現するために、波長特有の異なる屈折率を有することを特徴とする、請求項２に記載の指
向性照明装置。
【請求項５】
　前記照明装置（１）は、均一な面発光ダイオードであることを特徴とする、請求項１の
指向性照明装置。
【請求項６】
　前記照明装置（１）は、点またはライン状の照明素子のアレイであり、
　画像化素子の少なくとも一つのアレイを有する画像化手段（２）は、前記照明素子によ
って前記偏向手段（３）の少なくとも１つのグループに対して平行に放出された光線束を
結像する、請求項１に記載の指向性照明装置。
【請求項７】
　前記画像化手段（２）の各画像化素子には、前記偏向手段（３）の複数の液滴駆動セル
が割り当てられ、
　前記追跡・画像制御装置（１０）は、１つの画像化素子が割り当てられた全ての液滴駆
動セルを、単体の画像化素子として取り扱い、アドレス指定し、かつ、制御することを特
徴とする、請求項２に記載の指向性照明装置。
【請求項８】
　１つの前記画像化素子と割り当てられた前記液滴駆動セルとは、常に機能的な光学装置
を形成することを特徴とする、請求項７に記載の指向性照明装置。
【請求項９】
　前記画像化素子（２）は、対物レンズと追加的に結合されることを特徴とする、請求項
１に記載の指向性制御装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　発明は、自動立体視ディスプレイのための指向性照明装置に関し、指向性照明装置は、
照明素子の駆動によって放射された光を、透過型画像表示部の前面領域の可視領域におい
て透過型画像表示部を通過するように方向付ける。画像表示部において画像情報及びその
他の情報で光が変調された後、観測者の目は両眼表示と単眼表示との少なくともいずれか
を見ることが可能である。
【０００２】
　本発明の応用分野は、ディスプレイの前の比較的広い視野において、観測者が異なる位
置に動いた際に、追跡装置及び画像制御装置の援助により、可視領域が自動的に複数の観
測者の目に追従する、自動立体視ディスプレイを含む。この発明によれば、画像及びその
他の情報を、２次元、３次元、または混合モードで、複数の観測者に任意に提供できる。
【背景技術】
【０００３】
　指向性照明装置を有する自動立体視ディスプレイの例は、出願人によって、未公開の文
献である非特許文献１で記述されている。このような、各観測者眼用の可視領域の生成と
同時に連続的な立体画像を提供するディスプレイの、その他の特別な実施例は、すでに本
出願人によって出願された自動立体視ディスプレイに関する他の出願及び特許に記載され
ている。
【０００４】
　光の伝播の方向に見て、当該文書の自動立体視ディスプレイの指向性照明装置は、光を
放射または透過する照明素子を有する照明手段と画像化素子を有する画像化手段とを有す
る。画像化素子は駆動された照明手段の照明素子の光を、可視領域を構成する、常に観測
者の一つの目に対する、ほぼ平行な光線束において結像する。それぞれの画像化素子は、
規則的に配列された照明素子の数が規則的に配列された画像化素子の数より数倍多いため
、多数の駆動された照明素子を結像する。
【０００５】
　画像及びそのほかの情報の自動立体視表示のために、可視領域と画像表示手段の両方の
全ての領域は、高品質な３次元表示を実現するために、均一的に照射される必要がある。
さらに、それぞれの他方の目に対する立体画像のクロストークは避けられなければならな
い。
【０００６】
　可視領域は、さまざまな方法で定義され、観測者の片目か両目に提供されるのに十分な
大きさである。観測者がディスプレイの前の視野範囲において動いた場合であっても、高
品質な単眼表示及び両眼表示の少なくともいずれかが提供される。
【０００７】
　上述のタイプの自動立体視ディスプレイにおいて、２人の観測者に対して立体表示が提
供される場合、例えば、４つの可視領域が、４つの異なる視点位置に対して提供される。
この方法では、多人数の観測者に対して良画質を達成するための問題が解決されなければ
ならない。
【０００８】
　何よりもまず、許容可能なユーザの利便性のために、１人の観測者の両目用の可視領域
は、自動立体視ディスプレイの前において、観測者の相互の干渉を回避するために、もう
１人の観測者の両目用の可視領域と、多少の間隔をおいて提供されなければならない。し
かしながら、１人の観測者のための光学造影条件は、例えば光軸付近のような、ディスプ
レイの前の中心位置に観測者の眼球位置が特定されたとき、最適になる。
【０００９】
　ディスプレイの中心から観測者の目までの水平距離が大きくなるにつれ、光線束の放射
角が大きくなるため、画質が低下する。画像化手段としてレンチキュラを用いる場合、例
えば光学収差が生じることがあり、この光学収差は十分に大きな所定の可視領域の結像を
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妨げる可能性がある。さらに、収差は広い視野角を許さないため、ディスプレイの中心軸
から遠く離れた場所にいる観測者には光線が届かない。視野角及び視野範囲は、ここでは
望ましい状態に位置し、表示を見ている観測者の視点から見た、ディスプレイの前の空間
または範囲として定義されている。しかしながら、広視野角は特に多人数対応ディスプレ
イにおいては重要である。上述の不都合は制御可能な偏向装置を用いることによって、回
避することが可能である。
【００１０】
　いわゆる液滴駆動（electrowetting）セルと呼ばれる、制御可能な電子光学セルは特許
文献１で知られている。これらのセルは、静電電位を利用して液体の表面張力を調整し、
光屈折動作を制御するために、毛管効果及び液滴駆動効果を利用する。液滴駆動セルは、
基本的に、電極の１つが疎水性物質でコーティングされ、電極間が油のような疎水性液体
及び水で満たされたコンデンサを有する。電界が適用されていない状態では、油はコーテ
ィングされている電極をフィルムのように覆う。そして、電界が適用された状態では、電
界が水面において双極子の分極を補うため、油のフィルムは水に置き換わる。２つの物質
の間には界面が存在する。セルは、表面の領域が１平方ミリメートルより小さい光学レン
ズ及びプリズム素子を実現するように、電子的に制御される。
【００１１】
　液滴駆動セルの界面の勾配の可変制御により、光の屈折具合を連続的に変化させること
ができる。これにより、従来の光学素子より光学収差をよりよく減らすことが可能となる
。これらの特性により、液滴駆動セルは、光学及び波動光学機能を実現する装置の使用の
ために、最適化される。
【００１２】
　特許文献２の自動立体視表示装置は、液滴駆動セルを利用している。このディスプレイ
では、コリメート光が、個別の画素を有するフラット表示手段を透過する。当該表示手段
は、各観測者眼用の視差を有する立体ビデオ画像を生成する。フラット表示手段は、ビデ
オ画像を観測者の各目に方向付けるために、ビームスプリッタと、液滴駆動セルを備える
動的に制御可能なビーム制御器とを含む。制御可能なビーム制御器において、表示手段の
それぞれの変調用画素は、１つの液滴駆動セルに固定で割り当てられる。そして、変調用
画素は、観測者の目に方向付けられるように、強度が修正された光線の出力角を調整する
。液滴駆動セルとフラット表示パネルの画素との固定的割当は、製造時の精度に関して、
特に技術的に大きな努力が必要である。システムは、インコヒーレント光の点別の変更の
ために配置され、いかなる干渉条件も必要ない。特に、液滴駆動セルのわずかな領域の非
線形透過動作は、変調された光の伝播に作用し、したがって、液滴駆動セルと画素の調整
が不十分だと、３次元表示の品質は下がる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】国際公開第２００４／０９９８４７号パンフレット
【特許文献２】国際公開第２００４／０７５５２６号パンフレットＡ２
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】ＤＥ　１０　２００６　０４２　３２５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、先行文献に記載された欠点を幅広く解決するものである。
【００１６】
　それゆえに本発明の目的は、単純な光学手段を有する上述した自動立体視ディスプレイ
における導光のために、ディスプレイの前の視野範囲において、それぞれに割り当てられ
た可視領域から、複数の観測者に障害なく同時に２次元表示及び３次元表示の少なくとも
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いずれかを見せる指向性照明装置を提供することにある。追跡・画像制御装置がアクセス
可能なディスプレイの前の領域は、それ故に比較的大きくすべきである。本出願の指向性
照明装置は照明手段によって可視範囲に放出された光は、幅広く損失なく均一に透過する
べきである。
【００１７】
　さらに、液滴駆動セルの、画像表示手段の精細画素構造の画素への割り当ては、避けら
れるべきである。さらに、画像表示手段によって変調された光の更なる伝播の過程におい
て、指向性照明装置が逆に作用することは避けられるべきである。さらに、自動立体視デ
ィスプレイの画質の従来に対する改善は、光学手段の構成に基づいて同時に達成されるべ
きである。
【００１８】
　本発明は、追跡・画像制御装置によって制御され、少なくとも一人の観測者に、変調さ
れた光線束を代わる代わる結像する指向性照明装置に基づく。少なくとも一人の観測者の
眼球位置は、瞳の大きさと同等の範囲を有する可視領域の形態において、画像表示手段に
対して様々な位置を取ることができる。画素に分解された構造をもつ画像表示手段は、立
体画像のシーケンスを有する光線束を変調する。
【００１９】
　本発明の特徴によると、指向性照明装置は、光の伝播方向に見て、画像表示装置の前に
連続的に配列された面発光照明手段であって、画像表示装置の画素構造のために均一に光
を与える面発光照明手段と、液滴駆動セルの少なくとも一つのアレイからなる偏向手段と
を備える。偏向手段は追跡・画像制御装置によって、少なくともグループ単位で個別にア
ドレス可能である。そして、偏向手段は、光屈折動作が制御可能であり、光線束が現在の
変調された立体画像に対応する眼球位置に方向づけられるように、光線束の出力方向を順
次、交互に変調された光線束と同時に調整するために制御可能なプリズム機能を少なくと
も実現し、画像表示手段と観測者の眼球との距離に応じて、可視領域を調整するために、
追加の制御可能なレンズ機能を実現する。
【００２０】
　このような光学配置は、偏向手段の配列、特に液滴駆動セルの数及びその間隔は、画像
表示手段の画素構造において自由に無関係に選ばれることが可能な点で利点がある。液滴
駆動セルの表面領域が、画素よりも大きい場合、セルの端と画素の端が正確に一致する配
列はできれば必要ない。表面領域は、ここではビーム光路と直角成分を通る、横断面の領
域である。
【００２１】
　面発光照明手段は、均一な面発光ダイオード方式で、安価に作ることが可能である。こ
のような面発光ダイオードは表示技術において、様々なものが知られており、いわゆるバ
ックライトとして使われている。
【００２２】
　もう一つの実施例において、照明手段は点または線状の照明素子のアレイであり、画像
化手段は変更手段の少なくとも一つのグループに対して、照明素子から放射された光線束
を平行に結像する。画像化手段は、少なくとも一つの画像化素子のアレイを有する。例え
ば棒状の円柱レンズ形状を有する、一つの画像化素子は常に、放射された光線束を平行に
するための、ある数の照明素子が割り当てられている。
【００２３】
　照明装置は、光軸の画像表示手段の前に配置されているため、画像化手段のピッチと、
偏向手段のアレイのピッチはどちらも画素ピッチに対応しなくてもよい。
【００２４】
　可視領域の拡張を調整可能とするために、光軸において偏向手段の前に配置されること
が望ましい画像化手段は、画素に分解された画像化素子の構造を持つことが好ましい。そ
れぞれの画像化素子には、液滴駆動セルのグループまたはアレイ状の、自由に選択可能な
数の偏向手段が割り当てられる。液滴駆動セルを計算及びアドレス指定することを、追跡



(6) JP 2010-529485 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

・画像制御装置の計算手段にとってより容易にさせるために、取り扱うことが可能な一つ
の画像化素子に割り当てられた、全ての液滴駆動セルは、一つの単体の画像化素子として
アドレス指定及び制御される。画像化素子と、割り当てられた複数の液滴駆動セルは、有
効な光学装置を形成する。
【００２５】
　発明のより好ましい実施形態では、複数の液滴駆動セルは、光の伝播方向に見て積み重
ねられる。一方で、液滴駆動セルは、順番に接続された偏向素子の光学材料が異なる分散
挙動を提示するため、色調補正のための無彩色のレンズとして機能できる。一方で、１次
元のプリズム動作のみのために配置された、少なくとも２つの液滴駆動セルは、互いに直
角になるように積み重ねることができる。このようにした場合、光線束の制御及び偏向は
、一度に２次元（Ｘ，Ｙ）で実現されることができる。これは、ディスプレイの前に座っ
て及び立っている複数の観測者に、表示を見ることを可能とさせるだろう。
【００２６】
　もう一つの液滴駆動セルの実施形態において、少なくとも１つの共通の界面を提示する
、少なくとも２つの異なった、混合しない物質が液滴駆動セルに含まれる。一つの界面の
使用は、液滴駆動セルのアレイの構造を単純化する。しかしながら、二つの界面が用いら
れた場合、液滴駆動セルの積み重ねは、光線束の２次元の偏向のために供給される一つの
電極配置を持つ際は、必要以上になる。
【００２７】
　発明の利点は、上述した光学手段及びその組み合わせの実施形態の自動立体視ディスプ
レイの前の、上述の先行技術に比べてより大きな視野範囲における、高輝度、高コントラ
スト、及び少ない相互クロストークによって特徴付けられた可視領域が生成されること、
及び画像表示手段の均一な照明がこのように達成されることである。
【００２８】
　さらに、複数の観測者へ割り当てられた複数の可視領域から、単眼及び両眼表示の少な
くともいずれかの鑑賞は、観測者間にいかなる干渉もなくすことができる。これは、拡張
された視野範囲において個々の観測者の自由で独立した移動を許容する。拡張された視野
範囲とは、追跡範囲が拡大されたことを同時に意味する。
【００２９】
　発明は簡単な方式で、画像表示手段の全域及び、偏向手段を供給する可視領域において
均一な配光を改良する。これは、指向性照明装置が、主として指向性の面発光照明を偏向
手段に供給し、追跡・画像制御装置がこの照明を、このようにして知られた電気的に制御
可能な液滴駆動セルの援助とともに、可視領域に方向付けるからである。
【００３０】
　さらなる利点は、透過率、及びこのように自動立体視ディスプレイの画質が改良される
こと、及び従来例に比べて、光学手段に注がれる努力を減らすことができることである。
【００３１】
　発明は、図面を用いて、以下で詳細な内容が説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】一般的な本発明の指向性照明装置を有する直視型自動立体視ディスプレイの概略
構造を表す上面図である。
【図２】二人の観測者のための、図１のディスプレイの実施形態を表す上面図である。
【図３Ａ】、
【図３Ｂ】光線束の、１次元または２次元偏向のための液滴駆動セルのアレイの実施形態
を表す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１はプリズム機能を実現するための、本発明の指向性照明装置を有する装置直視型の
自動立体視ディスプレイの一般的設計における原理的構成要素のみを示したものである。
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ここでは一つの光源としてだけ示されるが、光は、面発光照明手段１から、偏向手段３の
アレイ及びそれに続く画像表示手段６を介し、眼球位置ＡＰ１からＡＰ３に伝播される。
個々の光線束は可視領域を形成する。図は、３つの右目が３つの可視領域に位置し、右目
用の立体画像が、画像表示手段６上に表示される。右目用及び左目用立体画像は順次変化
し、これにより３人の観測者は３次元（３Ｄ）表示が同時に見える。また、３次元表示の
コンテンツは、個々の観測者に同じものが見えてもよいし、異なるものが見えてもよい。
異なるコンテンツが提示される場合、それらは個々の観測者に順番に提供されるだろう。
図１は、一人の観測者が、画像表示手段６の前の３つの異なる位置に次々に移動し、そし
て可視領域がＡＰ１からＡＰ３のそれぞれの眼球位置に追従した場合を説明するものとし
てもよい。
【００３４】
　可視領域の追跡に用いられる追跡・画像制御装置１０（図２参照）は、現在の観測者の
位置を３次元的に探知するための、位置特定システム（不図示）を有する。
【００３５】
　図２は、２人の観測者のための指向性照明装置を表している。主な構成要素は次々に図
示されている。光の伝播方向に見て、照明手段１、画像化手段２、偏向手段３、透過型画
像表示手段６、対物レンズ４、追跡・画像制御装置１０、そしてＡＰ１及びＡＰ２の２つ
の眼球位置がある。最後の要素は、現在可視領域が生成されている、ディスプレイの前の
観測者の眼球位置を示している。
【００３６】
　面発光照明手段１は、均一な複数の面発光ダイオードである。そして、面発光ダイオー
ドは、画像化手段２の手前の焦点面に配列される。光学経路は光軸８上に矢印で示される
。
【００３７】
　画像化手段２の画像化素子は、球面または非球面のレンズ、ホログラフィック光学素子
（ＨＯＥ）または回折光学素子（ＤＯＥ）を含む。照明手段は、点またはライン状の照明
素子でもよい。
【００３８】
　図２において、棒状の円柱レンズ形状を有する画像化手段２は、画像化素子の少なくと
も一つのアレイを用いて、偏向手段３の少なくとも１つのグループ又はアレイに対して、
駆動照明素子から離散的に放射された光線束を平行に結像させる。画像化手段２の各画像
化素子は、偏向手段３の複数の液滴駆動セルに割り当てられる。一人の観測者の目に提供
される光線束は、可視領域に順次重畳される。画像表示手段６を光線束が通過する際に、
個々の画像シーケンスに合わせて変調される。これにより、観測者は可視領域において、
２Ｄまたは３Ｄまたは混合モードの表示を見ることが可能になる。このプロセスは、追跡
・画像制御装置１０によって制御される。追跡・画像制御装置１０は、一つの画像化素子
に割り当てられた全ての液滴駆動セルを、ビーム経路に従って一つの単独の偏向素子とし
て取り扱い、アドレス指定し、追跡する。
【００３９】
　このようにして、一つの画像化素子及びそれに割り当てられた液滴駆動セルは、機能的
な光学装置を常に形成する。双方の観測者はディスプレイとの距離が略同一であるため、
プリズム機能のみが液滴駆動セルにおいて、眼球位置ＡＰ１及びＡＰ２への光線束の必要
な偏向を実現するために、駆動される。図において、１つの角度でのみ図式的にプリズム
が示されている。実際は、隣接したセルは異なるように制御され、異なる偏向角を実現す
る。アレイにおける１次元の偏向は、液滴駆動セルの２次元設計の場合とは対照的に、電
極と制御装置に対する要求が低いという利点がある。
【００４０】
　画像化手段２の後には、可視領域への光線束の割り当てを改良するための対物レンズ４
が追加的に続く。
【００４１】
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　他の実施形態において、プリズム機能を２次元においても実現することができる。即ち
、２つの物質間の界面の２次元制御のために電極の構成が設計される。一つのセルにおい
て２つの界面が存在するように物質を組み合わせることが可能である。それらは、アドレ
ス指定された際に互いに異なる方向に傾くことにより、光線束の２次元での偏向を実現で
きる。プリズム機能及びレンズ機能は両方向において実現される。
【００４２】
　図３Ａ及び図３Ｂは、異なる応用例の偏向手段３のアレイの簡素化された図である。
【００４３】
　図３Ａのアレイは、透視図で表されている。偏向手段３は、多数の一定の間隔で配置さ
れた、正方形の液滴駆動セルを含む。図では、液滴駆動セルの一部のみが示されている。
電極及び制御手段の表示は省略されている。従来の構成の個々の液滴駆動セルは、少なく
とも２つの混合しない物質で構成され、界面は可変に制御される。図３Ａに関して、セル
内の界面は、一つの方向に（ここではＸ軸方向）に光線束入射するプリズム機能が実現さ
れるために、平面が傾けられるようにアドレス指定されて制御される。Ｘ軸方向は、自動
立体視ディスプレイの前の水平方向の偏向角に対応する。図では傾けられた界面が明瞭に
なるように、３つのセルの界面だけが示されている。さらに界面は、アドレス指定された
際にカーブするように、大まかに変形させられる。これにより、１次元のレンズ機能が実
現される。個々の液滴駆動セルを制御するために、界面は実際に特定された眼球位置ＡＰ
１、ＡＰ２またはＡＰ３（図２参照）によって、特定された眼球位置に向かうように重畳
される光線束を水平方向に１次元に偏向する角度に傾けられる。
【００４４】
　加えて、それぞれに割り当てられた電極を制御することによって、界面は変形させるこ
とが可能である。この変形は、一人の観測者のためにディスプレイパネルに生成される可
視領域との距離に対応して提供される。このプリズム機能とレンズ機能の組み合わせによ
り、広い偏向角及び必然的に視野範囲が、ディスプレイと異なる距離にある複数の観測者
のために、１次元、即ちＸ軸方向において実現される。この発明によれば、偏向手段はグ
ループにおいて、常に離散的にアドレス指定及び制御だけが行われる。そして、偏向手段
には、画像化手段及び画像表示手段のある配列のみが割り当てられる。これは、偏向手段
の配列、特に液滴駆動セルの数及びその間隔は、画像表示手段の画素構造において自由に
無関係に選ばれることが可能な点で利点がある。
【００４５】
　２次元の、即ちＹ軸方向においてもプリズム及びレンズ機能を実現するために、２つの
同じ構造の偏向手段の１次元偏向アレイが積み重ねられればよい。第２のアレイは、第１
のアレイと直角を成すように回転されて配置される。それぞれのアレイは図３Ａに記載し
た内容と同様に働くことにより機能する。
【００４６】
　色調整のための無彩色のレンズとしてアレイは提供され、これにより、連続して接続す
る偏向素子の液滴駆動セルの光学材料は、異なる特定波長の屈性性指標によって、異なる
分散挙動を提供する。
【００４７】
　積み重なった構成の更なる実施形態は、図３Ｂに上面図として図式的に示されている。
２つの１次元制御可能なアレイは略同一の構造であり、４５度をなして積み重なっている
。この構成は、定義できる角度の範囲を用いて、少なくとも１つの方向（ここではＸ軸方
向）において、偏向範囲を拡大する。２つのアレイは、図３Ｂのように正方形構造に限ら
ず、多角形形状にすることが可能である。液滴駆動セルの形状も同様であり、積み重ねら
れたアレイにおいて、好ましくは一致すべきである。
【００４８】
　この発明の光学部品の対応付けにおいて、個々の液滴駆動セルと、画像表示手段の微細
な画素構造の個々の画素との対応付けはないため、液滴駆動セルの構造を備える画像表示
手段の画素構造の形状の比較は必要ない。液滴駆動セルは、ここでは常に画素より大きい
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。これは従来技術の装置との比較で、本発明の最大の利点である。
【００４９】
　偏向手段が、光の伝播方向に見て、画像表示手段の後に配置される場合、液滴駆動セル
及び画素は略同じサイズであり、正確に合わせられなければならない。このようにした場
合のみ、複数の観測者に対する画質は十分に高くすることが達成できる。前述した要素が
、同じサイズを持っていない場合は、追加の光学的及び電気的形態の修正手段が、画質を
改良するために必要になる。このような欠点を、本発明は解決した。
【００５０】
　発明が画像化システムとして構成された自動立体視ディスプレイに適用された場合は、
画像表示手段は、ディスプレイ画面となる。 

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月21日(2010.1.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動立体視ディスプレイのための指向性照明装置であって、照明装置は面発光照明手段
及び画像化手段を有し、追跡・画像制御装置によって制御され、画像表示手段に対する眼
球位置が様々な位置をとることのできる少なくとも一人の観測者に対して、変調された光
線束を代わる代わる、瞳の大きさと類似する範囲の可視領域状で結像させ、前記画像表示
手段は、画素構造を有し、前記光線束を立体画像のシーケンスで変調し、
　光軸において、前記画像表示手段（６）の手前に配置された偏向手段は、
－　１つのサイズが前記画素より大きい、少なくとも１つの液滴駆動セルのアレイから成
り、
－　前記追跡・画像制御装置（１０）によって、少なくともグループ単位で、個別にアド
レス可能であって、前記偏向手段の光屈折挙動は制御可能であり、
－　光線束が現在の変調された立体画像に対応する眼球位置（ＡＰ１、ＡＰ２、ＡＰ３）
に方向づけられるように、光線束の出力方向を順次、交互に変調された光線束と同時に調
整するために制御可能なプリズム機能を少なくとも実現し、前記画像表示手段（６）と前
記観測者の眼球との距離に応じて、可視領域を調整するために、追加の制御可能なレンズ
機能を実現する、
　ことを特徴とする自動立体視ディスプレイのための指向性照明装置。
【請求項２】
　偏向素子（３）は、積み重ねられた液滴駆動セルを含むことを特徴とする、請求項１に
記載の指向性照明装置。
【請求項３】
　第１の次元（Ｘ）で制御されるプリズム角のみを実現する液滴駆動セル上に、第２の次
元（Ｙ）での制御を実現するために、同一タイプの第２の液滴駆動セルが直角を成して常
に配置されることを特徴とする、請求項２に記載の指向性照明装置。
【請求項４】
　前記積層された液滴駆動セルは、色収差補正レンズと同様の色表現のための色補正を実
現するために、波長特有の異なる屈折率を有することを特徴とする、請求項２に記載の指
向性照明装置。
【請求項５】
　前記照明装置（１）は、均一な面発光ダイオードであることを特徴とする、請求項１の
指向性照明装置。
【請求項６】
　前記照明装置（１）は、点またはライン状の照明素子のアレイであり、
　画像化素子の少なくとも一つのアレイを有する画像化手段（２）は、前記照明素子によ
って前記偏向手段（３）の少なくとも１つのグループに対して平行に放出された光線束を
結像する、請求項１に記載の指向性照明装置。
【請求項７】
　前記画像化手段（２）の各画像化素子には、前記偏向手段（３）の複数の液滴駆動セル
が割り当てられ、
　前記追跡・画像制御装置（１０）は、１つの画像化素子が割り当てられた全ての液滴駆
動セルを、単体の偏向素子として取り扱い、アドレス指定し、かつ、制御することを特徴
とする、請求項２に記載の指向性照明装置。
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【請求項８】
　１つの前記画像化素子と割り当てられた前記液滴駆動セルとは、常に機能的な光学装置
を形成することを特徴とする、請求項７に記載の指向性照明装置。
【請求項９】
　前記画像化素子（２）は、対物レンズと追加的に結合されることを特徴とする、請求項
１に記載の指向性制御装置。
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